
　　
　
　

　 

公共機関・施設などの名称 ２８日（水） ２９日（木） ３０日（金） ３１日（土） １日（日） ２日（月） ３日（火） ４日（水）

平常 閉庁 閉庁 閉庁 閉庁 閉庁 閉庁 平常

町健康管理センター・瑞穂保健福
祉センター・和知保健センター

平常 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 平常

町営バス 平常 運休 運休 運休 運休 運休 運休 平常

年末年始の閉庁日は、住民票の発行、印鑑証明、税証明、諸証明、戸籍謄（抄）本の交付、その他の役
場事務の取り扱いができませんのでご注意ください。なお、戸籍の届出は、休み期間中も受け付けます。

役場の事務（本庁・各支所）   

医　療　機　関 診療 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日

電　話　番　号 区分 （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火）

京 丹 波 町 病 院 一般 ○ ○

８６－０２２０ 救急

京丹波町病院附属質美診療所 一般 ○ ○

８６－０５８６ 救急

和 知 診 療 所 一般 ○ ○

８４－１１１２ 救急

丹 波 笠 次 病 院 一般 ○ ○ △ △ △ △ △ ○

８２－１１４５ 救急

松 原 医 院 一般 ○ 休診 ○

８３－１０１０ 救急

園 部 丹 医 会 病 院 一般 ○ ○ △ △ △ △ △ ○

０７７１－６２－０５１５ 救急

明治国際医療大学附属病院 一般 ○ ○

０７７１－７２－１２２１ 救急

公 立 南 丹 病 院 一般 ○ ○

０７７１－４２－２５１０ 救急

綾 部 市 立 病 院 一般 ○ ○

０７７３－４３－０１２３ 救急

和 知 歯 科 診 療 所 一般 ○ ○

８４－１１５４ 救急

三 木 歯 科 医 院 一般 ○ △

８６－１１００ 救急

秋 山 歯 科 診 療 所 一般 ○

８２－１８０２ 救急

瑞 穂 並 河 歯 科 一般 △

８６－１３７６ 救急

金 下 歯 科 医 院 一般 ○

８２－２２１８ 救急

秋田歯科クリニック 一般 ○ △

８２－１１００ 救急

休　　　診

休　　　　　　　　　　診

休　　　診

休　　　　　　　　　　診

休　　　　　　　　診

休　　　　　　　　診

備　　　　　　考

５日以降は通常診療

４日以降は通常診療

４日以降は通常診療

４日以降は通常診療

６日以降は通常診療

４日以降は通常診療

４日以降は通常診療

31日～3日の診療時間は
午前10時～午前11時（外科）

５日以降は通常診療

５日以降は通常診療

４日以降は通常診療

６日以降は通常診療

５日以降は通常診療

６日以降は通常診療

４日以降は通常診療

休　　　　　　　　診

事前に電話連絡をお願いします。

事前に電話連絡をお願いします。

事前に電話連絡をお願いします。

休　　　　　　　　診

休　　　　　　　　診

休　　　　　　診

休　　　　診

事前に電話連絡をお願いします。

休　　　診

休　　　診

事前に電話連絡をお願いします。

公共機関・施設などの名称
２８日
（水）

２９日
（木）

３０日
（金）

３１日
（土）

１日
（日）

２日
（月）

３日
（火）

４日
（水）

平常 閉庁 閉庁 閉庁 閉庁 閉庁 閉庁 平常

町健康管理センター・瑞穂保健
福祉センター・和知保健セン
ター

平常 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 閉館 平常

町　営　バ　ス 平常 運休 運休 運休 運休 運休 運休 平常

年末年始の閉庁日は、住民票の発行、印鑑証明、税証明、諸証明、戸籍謄（抄）本の交付、そ
の他の役場事務の取り扱いができませんのでご注意ください。なお、戸籍の届出は、休み期間
中も受け付けます。

役場の事務（本庁・各支所）
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※都合により医師や診療内容を変更する場合
　 がありますのでご了承ください。

　禁煙治療に関することは、京丹波町病院までお問い合わせください。�      
発熱などの症状がある場合は、事前に電話連絡の上、受診してください。

土曜日
（毎月第２・４）

細見泰生 飯田貴弥 妹尾高宏 細見泰生 垣田秀治

― 垣田秀治 細見泰生 藤井　渉 ―

垣田秀治 ―  林  靖彦 垣田秀治 垣田秀治 ―

佐藤秀一郎 担 当 医 佐藤秀一郎 担 当 医 佐藤秀一郎 ―

大橋鈴世 ― ― ― 澤井泰志 ―

中島久和
(第１・３・５週）

細井　創
（第２・４週）

○第２・４土曜日は内科、小児科の診察を行います。

○診察受付時間は、午前８時３０分～１１時３０分です。　（自動再来受付機は午前７時か

　 ら利用できます）

○診察時間は午前９時～受付終了時。（内科予約診察と肛門外科は午後１時～３時３０分、

　 皮膚科は午後３時～４時３０分、精神神経科は午後１時３０分～３時）

○内科予約診察は原則として診察時に次回予約となりますので、医師にご相談ください。

○皮膚科受付時間は、第２・４金曜日の午後１時～３時３０分です。

○肛門外科診察は、原則として電話予約となります。

○精神神経科受付時間は、第２火曜日の午後１時～２時３０分です。

―

金曜日木曜日火曜日月曜日

―

水曜日

― ――

外科担当
医　　師

― ― ――

藤木　敦

― ―

―

浅井　純

【国保京丹波町病院】　℡８６－０２２０

森岡茂己杉本　哲 坂本謙一 佐々木真之

内科１診

内科２診

― 石川雅裕 ― ―

内科予約
診　　察

外科

整形外科

小児科

皮膚科
（第2･4金曜）

精神神経科
（第2火曜）

肛門外科
（第３月曜）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

― ― 細見泰生 ― 藤井　渉

○受付時間は午後２時～４時で、診察時間は午後２時３０分～４時３０分です。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 林　靖彦 上村聖子 川人　豊 永原秀剛 藤井　渉

土井たかし
(14:00～16：30)

田村隆朗 前田武昌
(14:00～16：30) (9:00～受付終了時)

大川弘樹
(9:30～受付終了時)

― ― ― 垣田秀治 ―

○診察受付時間は、午前８時３０分～１１時３０分です。 (受付順番表は

　 午前７時から記入できます）

○診察時間は、午前９時～受付終了時。（午後および夜間の診察は除く）

○月曜日（午後）の内科・外科の受付時間は、午後１時～３時３０分です。

○夜間診察は、受付が午後５時～６時３０分、診察が午後５時３０分～７時です。。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

坂下敦宏 坂下敦宏 坂下敦宏
舟木　健 舟木　健 舟木　健

○予約での診察になりますので、事前に電話連絡をお願いします。

　 （急患の場合も含む）

○診察時間は、午前９時～正午、午後１時～４時３０分です。

― ―

整形外科 ― ― ― ―

【国保京丹波町病院和知診療所】　℡８４－１１１２

【国保京丹波町病院和知歯科診療所】 ℡８４－１１５４

― ― ― ―

―

医　　師

【国保京丹波町病院質美診療所】　℡８６－０５８６

午後
内科

外科

夜間診察

歯科 舟木　健 坂下敦宏

　
　　　

　林　靖彦

　―

町立医療施設の診療体制　　　

電気毛布・電気ミニマット・電気カーペットをご使用のみなさまへ

　愛情点検で快適な冬を！
　 長年のご使用の暖房器具で、経年劣化が原因の火災事故が起きています。事故を
未然に防ぐため、日頃から製品とその周辺のチェックを行いましょう。
　 また、少しでもおかしいと思ったらご使用を中止し、販売店またはメーカーのお問
 い合わせ先に相談してください。

　 薬物乱用とは、社会のルールから外れた方法や

目的で、薬物を使うことです。近年は違法ドラッグが

大きな問題となっています。違法ドラッグは、麻薬や

覚せい剤と比べて値段が安く、ジュースやアルコー

ルに混ぜて飲めるなどにより簡単に摂取できること

から、抵抗感なく使用する方がいますが、決して安

全なものではありません。ゲーム感覚や仲間意識で

使用を続けると、より危険な覚せい剤など刺激の強

いものを求めるようになります。

　 違法ドラッグの摂取や使用は大変危険です。興

味本位であっても決して摂取や使用をしないでくだ

さい。

【問】京都府南丹保健所　

　　　　 衛生・検査担当　

　　　　　　電話０７７１－６２－４７５４

薬物乱用ダメ。ゼッタイ。

　 本町では、住宅改修の推進を図るとともに、町内商工
業者の活性化につなげるため、平成２３年４月から３年間、
住宅改修工事費用に対して補助金を交付します。
※住宅の新築工事は制度の対象となりませんので、ご注意ください。
◆対 象 者　※すべてに該当すること。
　 ①本町に住所を有する方
　 ②町内に建築された住居の所有者またはこれに　
　　　準ずる方
　 ③町内に本社または本店を有する事業者で、　　
　　　下記の補助対象工事を正業としている事業者　
　　　 に工事を依頼する方
　 ④町税などの滞納のない世帯に属している方
◆対象工事 ※すべてに該当すること。　
　 ①対象者が自ら居住する主たる住宅の改修工事
　　　で、次に掲げる工事

　 ②工事費１０万円以上の工事。ただし、同一世帯
　　　で２回目の申請不可
　 ③補助金を申請する年度の３月１日までに完了　
　　　する工事
　 ④町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 （屋
　　　根工事は除く）、介護保険居宅介護住宅改修費
　　　および居宅支援住宅改修費を受ける住宅以外
◆補助金額　原則工事費の１０％以内で、上限１０万円。
　　　　　　　　　ただし、その年度の予算の範囲内での交付。

【問】土木建築課　電話８２－３８０６

ご存知ですか

　　「住宅改修補助金」

工事種別 工事内容

耐久性向上改修工事
屋根工事、外壁工事、床工事（軽量畳への取替
含む）、土台の取替または補修工事

環境に配慮した改修工事

ホルムアルデヒドなどの化学物質を使用しない内
装材への張替工事、断熱材使用による省エネル
ギー化改修工事、下水道施設に接続するための
屋内排水設備工事、オール電化工事、電気給湯
器設置工事

バリアフリー化改修工事
段差の解消、手すりの設置、和式便器から洋式
便器への取替工事、引き戸などへの扉改修工事

企業・事業所の皆様、

平成２４年経済センサス活動調査に
ご理解をお願いします

　 調査票は平成２４年１月末日までに
お届けしますので、２月１日以降に提
出をお願いします。
　 

ＨＰ　http://www.stat.go.jp/data/e-census/campaign/index.htm

総務省・経済産業省・京都府・京丹波町

【問】企画政策課　電話８２－３８０１

　 シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金を
下記のとおり支給しています。請求期間内に特別給
付金の支給の請求をしなかった場合には、支給され 
ませんので、請求されていない方はお急ぎください。
◆対 象 者　旧ソ連邦またはモンゴル国の地域に　
　　　　　　　　 おける戦後強制抑留者で平成２２年６月              
　　　　　　　　　１６日に日本国籍を有するご存命の方。
　　　　　　　　 *特別措置法施行日（平成２２年６月１ ６
　　　　　　　　　日）以降に亡くなられた方の相続人は  
　　　　　　　　　請求できますが、施行日前に亡くなら
　　　　　　　　　れた方のご遺族などは対象外。
◆請求期間　平成２４年３月３１日まで
※請求書をお持ちでない方は、当基金から請求書　
　 類をお送りしますので、至急次までお電話ください。
※すでに特別給付金を支給された方は、再度の請
　 求はできません。

【問】独立行政法人平和祈念事業特別基金
　　　　　事業部特別給付金認定担当
　　　　　　０５７０－０５９－２０４（ナビダイヤル）
　　　　＊ＩＰ電話、ＰＨＳからは０３－５８６０－２７４８
　　　　＊受付時間：平日午前９時～午後６時
　　　　　　（土・日、祝日はご利用いただけません）

戦後強制抑留者に対する
特別給付金のご案内

狩猟解禁のお知らせ

　 平成２４年２月１５日（水）までの間、狩猟が解禁さ
れています。
　なお、シカおよびイノシシについては３月１５日（木）
まで狩猟期間が延長されますのでご注意ください。
　 狩猟期間中は、多数の狩猟者が入山することが
予想されますので、一般の方が入山するときは、自
分の存在を知らせるために明るく目立つ服装で、携
帯ラジオなどの音を鳴らすなど事故防止に心がけて
いただきますようお願いします。

【問】産業振興課　電話８２－３８０８

家屋を取り壊した場合は
届け出を

　固定資産税は１月１日の現況で課税されます。  　  
　 未登記の建物を年内に取り壊した場合は、家屋
滅失届を役場へ提出ください。
　 また、登記建物を取り壊したときで、滅失登記の手
続きを済ませた方は、税務課に対して手続きは必要
ありませんが、登記手続き完了が基準日（１月１日）
を過ぎてしまう場合は、家屋滅失届を提出してくださ
い。滅失家屋の把握にご協力ください。

【問】税務課　電話８２－３８０２    　　

　各種障害者手帳の交付を受けていない６５歳以上
の寝たきりや認知症など、介護を必要とする方で、
介護保険の要介護（支援）認定に関する情報をもと
に、対象者の障害状況を確認した結果、障害者に
準ずると審査・認定された方には、所得税や住民税
の障害者控除を受けることができる「障害者控除対
象者認定書」を交付します。
◆障害者控除の適用を受けることができる方
　　　 ６５歳以上で介護保険の認定申請をされた方 
　　本人、またはその方を扶養されている親族など　
　　で所得税・住民税が課税されている方が対象と　
　　なります。
◆交付を受けるには
　　 　「障害者控除対象者認定申請書」を保健福祉
　　課介護保険係、または各地域保健福祉室のい　
　　ずれかに提出してください。認定された方には後
　　日、「障害者控除対象者認定書」を郵送にて交　
　　付します。
　　*申請書は、保健福祉課・各地域保健福祉室に
　　　備え付けています。

【問】保健福祉課　電話８６－１８００
　

該当されませんか

「障害者控除対象者認定書」

ご協力をお願いします

         冬の節電対策

　 今冬、厳しい電力需給が見込まれるなか、夏に引
き続き家庭や事業所における節電対策にご協力を
お願いします。
◆節電目標　１０％以上
◆節電の期間および時間帯　
      １２月１９日（月）～３月２３日（金）までの平日  　
　　　午前９時～午後９時まで。
　　　*ただし、１２月２９日（木）～１月４日（水）を除く。
　　　*特に家庭においては電気の使用が増える夕　
　　    方以降の時間帯（午後６時～９時）のご協力を
　　　　お願いします。
◆節電の例　　　
　・エアコン　室温は２０℃を目安に。厚手のカーテ　
　　　　　　　　ンで断熱性を高めたり、フィルターの掃
　　　　　　　　除、室外機周りの整理整頓など。
　・冷 蔵 庫　温度調節を「弱」設定に。ドアの開閉回
　　　　　　　   数・時間を少なめにし、食品を詰め込 
　　　　　　　　 み過ぎないように。
　・照     明　 こまめな消灯、照明の削減など。
◆その他　
      今夏と同様に、電力需給がひっ迫する場合に   
　 は、緊急の節電をお願いすることがあります。
　　 また、節電は健康に留意され、無理のない範囲
　 でご協力をお願いします。
　　　　

【問】住民課　電話８２－３８０３








